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　年金生活者支援給付金は、公的年金などの

収入やその他の所得額が一定基準額以下の年

金受給者の生活を支援するために、年金に上

乗せして支給されるものです。

 ○ 対象となる方

 ・老齢年金を受給している方は、

① 65 歳以上である

② 世帯員全員の市町村民税が非課税となって

いる

③ 年金収入額とその他所得の合計が約 88 万

円以下であり、上記の要件を全て満たして

いる方

 ・ 障害基礎年金、遺族基礎年金を受給してい

る方は、前年の所得額が約 472 万円以下

の要件を満たしている方

 ○ 請求手続き

①新たに受け取る方

　 対象になる方には、日本年金機構より 9

月初旬ごろから請求用のお知らせが送付さ

れますので、そちらを使用して請求の手続

きを行ってください。

② 年金を受給し始める方

　 年金の請求手続きと同時に、年金事務所か

役場窓口で請求手続きをしてください。

　 詳しくは下記 QR から日本年金機構ホーム

ページ「年金生活者支援給付金」をご確認

ください。

※ 日本年金機構や厚生労働省を

装った不審な電話や案内には注

意し、疑問に思ったときはすぐ

に役場窓口までご相談ください。

▪問合せ

 ・町民課戸籍年金係（☎ 47-2203）

 ・日本年金機構給付金専用ダイヤル

　（☎ 0570-05-4092　ナビダイヤル）

年金生活者支援給付金制度

秋の全国交通安全運動

　9 月 21 日㈬から 30 日㈮までの 10 日間「秋の全国交通安全運動」が実施されます。

　秋は日没時間の早まりとともに、例年、夕暮れ時や夜間には、重大事故につながる恐れのある交

通事故が多発しています。

　また、歩行中・自転車乗車中の死亡事故の増加や重大事故の原因となる飲酒運転による悲惨な交

通事故が依然として後を絶たないことから、家庭や職場で今一度、交通安全に対する意識を高めま

しょう。

▪重点目標

⃝ 子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全の確保

⃝ 夕暮れ時と夜間の歩行者事故などの防止および飲酒運転の根絶

⃝ 自転車の交通ルール順守の徹底

⃝ スピードダウンと全席シートベルトの着用

▪問合せ　町民課町民生活係（☎ 47-2203　役場 1 階 窓口 1 番）

全国労働衛生週間　10 月 1 日～ 7 日

令和 4 年度全国労働衛生週間が、「あなたの健康があってこそ、笑顔があふれる健康職場」をスロー

ガンに、9 月 1 日から 30 日までを準備期間、10 月 1 日から 7 日までを本週間として実施されます。

本年については、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、「三つの密」を避けることを徹底

しつつ、労使協力のもと、労働衛生意識の高揚を図りましょう。

▪問合せ　北見労働基準監督署安全衛生課（☎ 88-3984）

交通規制のお知らせ（道道北見白糠線）

　道道北見白糠線老朽管更新工事のため、工事期間中は下記の路線で片側通行となります。

　工事期間中は、一般車両の通行および住宅への出入りなどご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお

願いします。

　なお、交通規制を実施する期間などは、次のとおりとなっています。

交通規制区間 道道北見白糠線（南 12 線から道道北見置戸線間および北 1 条線交差点部）

交通規制期間 9 月初旬～ 12 月中旬まで

事業名 道道北見白糠線老朽管更新工事 事業主体 上下水道課施設係

▪問合せ　上下水道課施設係（☎ 47-2118　役場 1 階 窓口 5 番）

▪交通規制箇所図

交通規制区間

交通規制のお知らせ（農業交流センター東側駐車場連絡道路）

　農業交流センター高圧ケーブル更新工事のため、工事期間中は下記の道路が全面通行止めとな

ります。

　農業交流センターを利用される方には、ご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いします。

　なお、交通規制を実施する期間などは、次のとおりとなっています。

交通規制区間 農業交流センター東側駐車場連絡道路

交通規制期間 9 月５日㈪～６日㈫（2 日間）

▪問合せ　農林商工課農政係（☎ 47-2116　役場 2 階 窓口 13 番）

▪交通規制箇所図

交通規制区間

農業交流センター


